
フ
ロ
ン
管
理
は
あ
な
た
の
責
任
！

業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンはフロン類の管理が義務付けられています

フロン類の使用の合理化及び
管理の適正化に関する法律
（フロン排出抑制法）

法律の適正な施行をお願いします

https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf

2015年1月版
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５. フロン類の適正な再生・破壊

第一種フロン類
充塡回収業者破壊・再生業者

漏えい量報告

適切な充塡
・回収の委託

点検・記録

※GWP＝地球温暖化係数

１. フロン類の転換、再生利用
　  による新規製造量等の削減

２. 冷媒転換の促進（ノンフロ
ン・低GWP製品への転換）

４. フロン類の適切な充塡・回収

３. 業務用機器の冷媒適正管理
 　（使用時漏えいの削減）

指定製品メーカー

低GWPエアコンCO2 ショーケース

ノンフロン断熱材
　ノンフロン
ダストブロワー など

（2）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf
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・事業者の名称・  所
在地
・フロン類算定漏えい
量（CO2換算、全国集
計及び都道府県集計）
・一事業所で一定以上
の漏えい  がある場合
は、当該事業所に関す
る情報

第一種
特
定
製
品
の
管
理
者

平
常
時
の
対
応

　・機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

※

※

※

・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施。（３カ月に１回以上）
・一定の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検の実施。

漏
え
い
発
見

時
の
対
応 ・冷媒漏えいが確認された場合の点検、漏えい箇所の特定・修理。漏えい・故障を確認した場合

は、修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止。

・適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存。
・機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

※  一定以上の漏えい  …  一年度内に 1,000 t-CO2 以上。代表的な冷媒である R-22 や R-410A であれば約 500kg 以上に相当する。

情報処理センター

事
業
所
管
大
臣

第一種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者

都
道
府
県

環
境
大
臣・経
済
産
業
大
臣

毎
年
度
報
告

通
知

都
道
府
県
別
の
集
計

結
果
を
通
知
・
公
表

一定
量
以
下

の
場
合

事
業
者
と
し
て
全
国
で

一定
以
上
の
漏
え
い（
　

換
算
）が
あ
る
場
合

冷
媒
充
塡・回
収

証
明
書
の
交
付

当該センターを活用した
データ集計が可能

全
事
業
者
が
充
塡
量（
漏
え
い
量
）の
把
握
、

報
告
の
必
要
性
判
断
等
の
対
応
が
必
要

報
告
内
容
に
つ
い
て
公
表
し
ま
す
。

法律上必要な定期点検の頻度

算定漏えい量（CO2-t） ＝ Σ（冷媒番号区分ごとの（（充塡量（kg）－整備時回収量（kg） ）×GWP）） ÷  １０００

漏えい量

冷蔵機器及び冷凍機器

エアコンディショナー

製品区分 圧縮機に用いられる原動機の定格出力
又は圧縮機を駆動するエンジンの出力の区分 点検の頻度

※主な対象機器：別置型ショーケース、冷凍冷蔵ユニット、
冷凍冷蔵用チリングユニット

※主な対象機器：中央方式エアコン

※主な対象機器：大型店舗用エアコン、ビル用マルチエア
コン、ガスヒートポンプエアコン

１年に一回以上

１年に一回以上

３年に一回以上

7.5kW以上の機器

50kW以上の機器

7.5kW以上50kW未満の機器

（3）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf
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回収証明書
充填証明書

再生証明書・破壊証明書

再生証明書・破壊証明書

破壊証明書
再生証明書

第一種フロン類再生業者

第一種フロン類充塡回収業者（都道府県知事の登録業者）

機器のメンテナンス業者（第一種特定製品整備者）

フロン類破壊業者
（環境大臣・経済産業大臣の許可業者）

充塡を行う場合 回収を行う場合
第一種特定製品の管理者  （整備の発注者）

情報処理センターの活用について

（環境大臣・経済産業大臣の許可業者）

（4）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf
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再生証明書・破壊証明書

再生証明書・破壊証明書

引取証明書
引取証明書

委託確認書

委託確認書

回収依頼書

機器のユーザー（第一種特定製品廃棄等実施者）

設備業者、解体業者、産廃業者、リサイクル業者等

第一種フロン類充塡回収業者へ
直接フロン類を引き渡す場合

第一種フロン類引渡受託者
にフロン類の引渡しを委託する場合

第一種フロン類充塡回収業者

建物解体工事の発注者
（特定解体工事発注者） （特定解体工事元請業者）

（第一種フロン類引渡受託者）

破壊証明書
再生証明書

第一種フロン類再生業者 フロン類破壊業者
（環境大臣・経済産業大臣の許可業者） （環境大臣・経済産業大臣の許可業者）

（都道府県知事の登録業者）

（5）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf
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フロン類の排出抑制を目的として、フロン排出抑制法では関係者に下記の義務等が規定されています

（6）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf
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業務用冷凍空調機器の所有者等
全ての事務所、工場、店舗の皆さん

（7）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf
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業務用冷凍空調機器の整備業者

業務用冷凍空調機器の販売・設置・維持管理業者

電気機械器具修理業、冷暖房設備工事業、冷蔵倉庫業、食品製造業、飲食料品卸売業、機会器具小
売業などの皆さん

電気機械器具卸売業、機械器具小売業、冷暖房設備工事業などの皆さん

（8）出典元「フロン排出抑制法パンフレット」
環境省HP：https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/int_01-16.pdf

P13



地球環境局　地球温暖化対策課フロン対策室
〒100-8975　東京都千代田区霞が関１丁目２番２号

http://www.env.go.jp/seisaku/list/ozone.html http://www.meti.go.jp/policy/chemical_ma
negement/ozone/index.html

照会・通報・相談先
■ 都道府県の担当部局課室

■ 問い合わせ先
フロン排出抑制法  全般

建設業法（建設業許可）・建設リサイクル法（解体工事業登録）全般

解体工事元請業者の確認
建設業許可によるもの

国土交通省

環境省 経済産業省

建設リサイクル法及び解体工事業登録によるもの

各都道府県において閲覧できます。各都道府県において閲覧できます。

環境省および経済産業省のホームページで閲覧できます。環境省および経済産業省のホームページで閲覧できます。

■ 第一種フロン類充塡回収業者登録簿

■ 第一種フロン類再生業者およびフロン類破壊業者名簿

フ
ロ
ン
管
理
は
あ
な
た
の
責
任
！

業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンはフロン類の管理が義務付けられています

フロン類の使用の合理化及び
管理の適正化に関する法律
（フロン排出抑制法）

2018年3月版

法律の適正な施行をお願いします

土地・建設産業局

環境生活部環境局低炭素社会推進室

環境生活部環境政策課

環境生活部環境保全課

環境生活部環境政策課

生活環境部環境管理課

環境エネルギー部水大気環境課

生活環境部水・大気環境課

生活環境部環境対策課

環境森林部環境保全課

環境森林部環境保全課

環境部大気環境課

環境生活部廃棄物指導課

環境局環境改善部環境保安課

環境農政局環境部大気水質課

県民生活・環境部環境企画課

生活環境文化部環境政策課

生活環境部環境政策課

安全環境部環境政策課

森林環境部環境整備課

環境部資源循環推進課

環境生活部環境管理課

011-204-5190

017-734-9249

019-629-5356

022-211-2661

018-860-1603

023-630-2339

024-521-7261

029-301-2961

028-623-3188

027-226-2832

048-830-3058

043-223-4658

03-5388-3471

045-210-4111

025-280-5150

076-444-8727

076-225-1463

0776-20-0303

055-223-1515

026-235-7164

058-272-8232

054-221-3781

052-954-6215

059-224-2366

くらし・環境部環境局環境政策課

環境部水大気環境課

環境生活部地球温暖化対策課

琵琶湖環境部環境政策課

環境部環境管理課

環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課

農政環境部環境管理局水大気課

くらし創造部景観・環境局環境政策課

環境生活部環境政策局 環境管理課

生活環境部循環型社会推進課

環境生活部環境政策課

環境文化部環境企画課

環境県民局環境保全課

環境生活部環境政策課

県民環境部環境指導課

環境森林部環境管理課

県民環境部環境局環境政策課

林業振興・環境部環境対策課

環境部環境保全課

県民環境部環境課

環境部地域環境課

環境生活部環境局循環社会推進課

生活環境部循環社会推進課

環境森林部環境管理課

077-528-3357

075-414-4709

06-6210-9570

078-362-3285

0742-27-8734

073-441-2688

0857-26-7198

0852-22-6555

086-226-7299

082-513-2917

083-933-3034

088-621-2267

087-832-3219

089-912-2347

088-821-4524

092-643-3360

0952-25-7774

095-895-2356

096-333-2278

097-506-3126

0985-26-7085

099-286-2594

098-866-2236

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

環境部環境保全課

http://www.mlit.go.jp/

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/todokede/index.htm

詳細については、「フロン排出抑制法ポータルサイト」も参照ください
【URL】http://www.env.go.jp/earth/furon/




